
（添付資料２）提案株主が提案する議題の内容（全文）及び理由（全文） 

※日産自動車株式会社は「日産」としている。 

 

第１ 提案する議題 

１．剰余金の処分の件（別途積立金の取り崩し） 

２．剰余金の処分の件（特別配当） 

 

第２ 提案の内容 

株主提案において記載する会社数値は単体と記載がない限りは全て連結計算書類に基づいて

いる。また、１株当たり連結純資産の計算においては、発行済株式数から自己株式数を控除

するほか、企業会計基準適用指針第４号「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指

針」に従い算定する。 

 

１．剰余金の処分の件（別途積立金の取り崩し） 

（１）減少する剰余金の項目及びその額 

項目：別途積立金 

金額：２２８億４８百万円  

（２）増加する剰余金の項目及びその額 

項目：繰越利益剰余金 

金額：２２８億４８百万円  

 

ただし、本定時株主総会において決議される本議案以外の積立金の取り崩しに係る剰余金処

分案（以下「その他積立金取り崩し議案」という。）に基づき別途積立金が減少する場合、

（１）及び（２）に記載の金額２２８億４８百万円は、２２８億４８百万円から、その他積

立金取り崩し議案に基づく別途積立金の減少金額を控除した金額に読み替える。 

本議案は、本定時株主総会にその他積立金取り崩し議案が提案された場合、これらの提案と

は独立かつ両立するものとして、追加で提案するものである。 

 

  

２．剰余金の処分の件（特別配当） 

以下の通り剰余金の配当を行う。 

期末配当に関する事項 

（１）配当財産の種類 

金銭 

 

（２）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額 

当社の普通株式１株につき、本定時総会の開催日の翌日における会社法４６１条に定める分

配可能額（第１号が可決されて別途積立金が取り崩された場合、増加した繰越利益剰余金を



加算したもの）から本定時株主総会において当社の提案する剰余金処分に関する議案（以下

「会社利益処分案」という。）に基づき配当される剰余金の総額を控除した金額を、本定時株

主総会の議決権の基準日現在の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数（以下「本議

案配当対象株式数」という。）で除した金銭（１円未満切り捨て。以下「本議案配当金額」と

いう。）を配当する。 

本議案配当金額の総額は、本議案配当対象株式数に本議案配当金額を乗じた額となる。 

 

なお、２０２５年３月期末における単体の買換資産圧縮積立金、圧縮積立金、別途積立金及

び繰越利益剰余金の総額を分配可能額と仮定し、また、２０２５年１２月末における発行済

株式数から自己株式数を控除した株式数を本議案配当対象株式数と仮定して試算した場合、

本議案配当金額は、１株当たり１０４４円となる。 

 

（３）剰余金の配当が効力を生じる日 

本定時株主総会の開催日の翌日 

 

なお、本議案は、本定時株主総会に会社利益処分案が提案された場合、当該提案とは独立か

つ両立するものとして、追加で提案するものである。 

 

 

第３ 提案の理由 

１．剰余金の処分の件（別途積立金の取り崩し） 

本議案は、別途積立金の全額を繰越利益剰余金に振り替えることを目的とするものである。 

当社は別途積立金として約２２８億円を積み立てているが、最後に別途積立金の取り崩しが

決議されたのは２００２年６月に開催された株主総会であり、２０年以上の長期にわたり、

その存在意義が説明されることもなく放置されている。 

別途積立金は当社の剰余金処分に一定の制限を課すものであって、充実した株主還元により

株主価値を向上させることへの障壁となり得る。現に、本議案が否決されて別途積立金の全

額が繰越利益剰余金に振り替えられることなく、かつ、次号議案が可決された場合、本議案

が可決された場合と比べて１株当たりの配当金額が１６８円減少すると試算される。 

そこで、別途積立金については全額を取り崩し、株主への配当原資として株主価値向上のた

めに用いるべきである。 

 

２．剰余金の処分の件（特別配当） 

本議案は、期末の剰余金の配当総額を分配可能額の上限まで増加させることを目的とする。 

当社は、少数株主の２／３以上が選任に反対しているにもかかわらず、代表取締役社長を含

む業務執行取締役４名中３名を日産出身者が占める状況が継続している。また、当社は売上

の９５％超を日産に依存しているが、２００９年３月期以降、ＲＯＥが８％を超えたのは１

期のみ、直近５期では１～２％台と、取引条件の妥当性が疑われるほか、２０１８年４月２



７日以降、株価は解散価値を下回る状況が継続している。 

そもそも当社は、日産の一工場に過ぎず、本来は非公開化されるべきである。仮に上場を維

持するならば、日産による信用補完とＣＭＳを活用し、一切の内部留保を行わずに最大限の

配当を行うべきである。 

なお、当社はＣＭＳを通じた現金の調達が容易であり、かつ、当社の事業と信用は完全に日

産に依存しているため、本議案は当社の事業活動に何ら悪影響を与えない。 


